
   

５月３１日（金）は  
固 定 資 産 税 １ 期 分 、 軽 自 動
車 税 １ 期 分 の 納 期 限 で す 。 

防
災
行
政
無
線
・
登

録
制
メ
ー
ル
訓
練

放
送
の
お
知
ら
せ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

《
総
務
課
》 

令
和
元
年
五
月
十
五
日
（
水
）

午
前
十
一
時
頃
（
予
定
）
に
、
防

災
行
政
無
線
や
登
録
制
メ
ー
ル

（
つ
る
り
ん
ほ
っ
と
メ
ー
ル
）
を

使
用
し
て
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
訓
練

放
送
が
あ
り
ま
す
の
で
、
予
め
ご

了
承
く
だ
さ
い
。 

          

●
問
い
合
わ
せ
先 

 

総
務
課 

人
事
行
政
班 

（
内
線
２
７
１
） 

２０１９年４月２４日  ４５４号 

Gatu  

31 

 

鶴田町企画観光課  ℡22-2111 内線 261 

Gatu  

31 

 

サ
ン
シ
ャ
イ
ン
ス
ク
ー
ル
の

指
導
補
助
員
を
募
集
し
ま
す  

《
教
育
委
員
会
》 

 
 

鶴
田
町
で
は
、
町
内
小
学
校
区
内
の
八
カ
所
の
施
設
に

「
放
課
後
子
ど
も
教
室
」
と
「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
」
の
活

動
を
一
体
に
し
た
「
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
ス
ク
ー
ル
（
放
課
後
教

室
）
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。 

 

サ
ン
シ
ャ
イ
ン
ス
ク
ー
ル
で
は
、
「
放
課
後
活
動
を
通
し

て
、
児
童
の
生
き
る
力
を
育
む
」
こ
と
を
目
的
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
学
習
や
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

今
回
、
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
ス
ク
ー
ル
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の

指
導
の
補
助
を
し
て
い
た
だ
け
る
方
を
募
集
い
た
し
ま
す
。 

●
指
導
時
間 

平
日
（
月
～
金
曜
日
）
授
業
終
了
後 

午
後
二
時
～
六
時 

土
曜
日
、
長
期
休
業
日 

午
前
八
時
十
五
分
～
午
後
六
時 

※
休
憩
時
間
を
設
け
て
指
導
に
あ
た
り
ま
す
。 

●
報
酬 

一
時
間
に
つ
き
八
百
円 

●
採
用
予
定
人
員 

若
干
名 

 

※
資
格
は
特
に
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

●
申
込
期
限 
 

令
和
元
年
五
月
三
十
一
日
（
金
） 

※
勤
務
開
始
は
六
月
中
旬
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

 

教
育
委
員
会 

社
会
教
育
班 

 

（
内
線
２
１
１
） 



軽
自
動
車
税
の

減
免
申
請
受
付 

 
《
税
務
会
計
課
》 

身
体
障
害
者
な
ど
の
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
る
方
が
所
有
す
る
軽
自

動
車
、
ま
た
は
障
害
者
な
ど
の
た
め

に
生
業
、
通
院
、
通
学
な
ど
で
利
用

す
る
軽
自
動
車
の
税
金
は
、
一
定
の

条
件
に
該
当
す
る
と
き
は
申
請
に
よ

り
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。 

●
対
象
者 

身
体
障
害
者
・
戦
傷
病
者
・
愛
護
・

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交

付
を
受
け
て
い
る
方 

●
減
免
と
な
る
軽
自
動
車 

①
身
体
障
害
者
お
よ
び
戦
傷
病
者
が

所
有
す
る
車
で
、
そ
の
人
が
運
転

す
る
も
の 

②
身
体
障
害
者
で
年
齢
が
十
八
歳
未

満
の
方
、
精
神
障
害
者
ま
た
は
知

的
障
害
者
の
方
と
生
計
を
同
じ
く

す
る
方
が
所
有
し
て
運
転
す
る
も

の 

③
身
体
障
害
者
な
ど
が
所
有
す
る
車

で
身
体
障
害
者
な
ど
の
た
め
（
身

体
障
害
者
の
み
で
構
成
さ
れ
た
世

帯
）
常
時
介
護
す
る
人
が
運
転
す

る
も
の 

※
た
だ
し
、
一
人
の
障
害
者
な
ど
に

つ
い
て
一
台
と
し
ま
す
。 

●
減
免
申
請
の
手
続
き 

・
身
体
障
害
者
な
ど
の
手
帳
お
よ
び 

運
転
免
許
証
（
コ
ピ
ー
可
） 

・
本
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、
申
請

者
の
個
人
番
号
・
法
人
番
号
が
記

載
さ
れ
て
い
る
も
の
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー

ド
。
ど
ち
ら
も
コ
ピ
ー
可
） 

・
代
理
の
方
が
申
請
す
る
場
合
は
、

本
人
申
請
の
際
に
必
要
な
右
記
一

式
に
加
え
、
代
理
の
方
の
個
人
番

号
・
法
人
番
号
が
記
載
さ
れ
て
い

る
も
の
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
）
お
よ
び
運

転
免
許
証
等
本
人
確
認
で
き
る
も

の
（
ど
ち
ら
も
コ
ピ
ー
可
） 

・
令
和
元
年
度
軽
自
動
車
税
納
税
通

知
書 

・
②
か
③
に
該
当
す
る
方
は
生
計
同

一
証
明
書
・
常
時
介
護
証
明
書 

・
印
鑑 

・
申
請
書
（
用
紙
は
税
務
会
計
課
に

あ
り
ま
す
） 

●
申
請
の
時
期 

軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
を
受
け

た
日
か
ら
五
月
三
十
一
日
（
金
）

ま
で 

※
障
害
者
な
ど
の
減
免
申
請
は
、
軽

自
動
車
税
（
町
税
）
か
自
動
車
税 

（
県
税
）
の
い
ず
れ
か
に
限
り
ま 

 
 
 

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

※
今
年
度
か
ら
納
税
証
明
書
を
希
望

さ
れ
る
方
へ
お
渡
し
い
た
し
ま
す

の
で
、
申
請
時
ま
た
は
左
記
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

税
務
会
計
課 

税
務
相
談
班 

（
内
線
１
２
２
） 

 

 

青
森
県
障
害
者

ス
ポ
ー
ツ
大
会
に

つ
い
て 

 

《
青
森
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会 

実
行
委
員
会
事
務
局
》 

第
二
十
七
回
青
森
県
障
害
者
ス
ポ

ー
ツ
大
会
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま

す
。
参
加
希
望
の
方
は
、
申
込
先
ま

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

●
参
加
資
格 

 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
現
在
十

二
歳
以
上
で
、 

・
身
体
障
害
者
手
帳
を
所
持
す
る
者 

・
原
則
と
し
て
愛
護
手
帳
を
所
持
す

る
知
的
障
害
者 

・
原
則
と
し
て
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
を
所
持
す
る
者 

●
参
加
費 

 

無
料 

※
ボ
ウ
リ
ン
グ
競
技
の
み
ゲ
ー
ム

代
・
貸
し
シ
ュ
ー
ズ
代
が
必
要 

●
申
込
期
間 

 

令
和
元
年
五
月
七
日
（
火
） 

 
 
 
 
 

～
六
月
十
四
日
（
金
） 

●
申
込
先 

 

町
民
生
活
課
福
祉
支
援
班 

（
内
線
１
６
３
） 

●
問
い
合
わ
せ
先 

 

青
森
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
実
行
委

員
会
事
務
局
（
ね
む
の
き
会
館
内
） 

 

☎
０
１
７
―
７
３
８
―
５
０
３
３ 

「
ア
ル
バ
イ
ト
の

労
働
条
件
を
確
か

め
よ
う
！
」
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
中
で
す

 
 

《
五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署
》 

厚
生
労
働
省
で
は
、
多
く
の
新
入 

学
生
が
ア
ル
バ
イ
ト
を
始
め
る
４
～

７
月
に
、
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
た
め
の

労
働
条
件
の
確
認
を
目
的
と
し
た
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
て
い
ま
す
。 

①
労
働
条
件
は
書
面
で
明
示
が
必
要

で
す
。 

②
学
業
と
ア
ル
バ
イ
ト
が
両
立
で
き

る
勤
務
時
間
の
シ
フ
ト
を
設
定
し

ま
し
ょ
う
。 

③
ア
ル
バ
イ
ト
に
商
品
を
強
制
的
に

購
入
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

◇
ア
プ
リ
や
Ｗ
ｅ
ｂ
で
労
働
条
件
を

確
認
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
詳

し
く
は
確
か
め
よ
う
労
働
条
件
で

検
索
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署
監
督
係 

☎
０
１
７
３
―
３
５
―
２
３
０
９ 

日  程 競技名等 会  場 

８月２５日（日） 開会式・陸上・フライング

ディスク 

青森県総合運動公園陸上競技

場・補助競技場 

９月 １日（日） ソフトボール 青森市屋内グラウンド（盛運

輸サンドーム） 

９月 ８日（日） 水泳・卓球・アーチェリー・

バレーボール 

新青森県総合運動公園メイン

アリーナ他 

９月１４日（土） ボッチャ（オープン競技） 青森県身体障害者福祉センタ

ーねむのき会館 体育館 

９月２２日（日） ボウリング アオモリボウル 



税　目　

　月　別
平成31年
４　月

令和元年
５　月 １　期 １　期

(5月31日） (5月31日）

６　月 １　期
*(7月1日）

７　月 ２　期 １　期
(7月31日） (7月31日）

８　月 ２　期 ２　期
*(9月2日） *(9月2日）

９　月 ３　期 ３　期
(9月30日） (9月30日）

１０　月 ３　期 ４　期
(10月31日） (10月31日）

１１　月 ４　期 ５　期
*(12月2日） *(12月2日）

１２　月 ４　期 ６　期
*(1月6日） *(1月6日）

令和2年
１　月

２　月

３　月

問い合わせ先

　☆納税相談、分納の手続きなどはお早めに！
　☆納期限を忘れて督促を受けないよう心掛けましょう。
　（督促を受けると、督促手数料や延滞金が発生します）

　　税務会計課　出納徴収班（内線１２３・１２４）

　“　納税で　あなたも参加　まちづくり　”

◎納期限は末日となります(口座振替も同じです)。
　＊納期限が休日、または金融機関の休業日のときは、その翌営業日が納期限

　　となります。平成31年度では、6月（町・県民税1期）、8月（町・県民税2

　　期、国保税2期）、11月（固定資産税4期、国保税5期）、12月（町・県民税
　　4期、国保税6期）が、その月に該当します。

平成３１年度町税納期限一覧表
鶴　田　町

固定資産税 町・県民税 国　保　税 軽自動車税



☆「集団健診申込書」は届きましたか☆ 

健診の対象者がいる世帯に、4月 25日以降に保健協力員を通して「集団健診申込書」をお配りして 

います。（申込期限：5月 7日(火)） 

〈婦人健診〉  子宮頸がん・卵巣がん検診、乳がん検診 

・6月 30日(日)～7月 2日(火) 

・7月 17日(水)～20日(土) 

〈総合健診〉  特定健診、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん･結核検診、肝炎ウイルス検診 

※前立腺がん検診は希望者のみ当日申し込み 

・8月 18日(日)～9月 9日(月)   

・12月 1日(日)、2日(月)        

◎「特定健診」は、血管を守るための健診です。自分の体の中で今何が起こっているのか、 

血管の変化を知ることができます。また「がん検診」も、自覚症状のないうちに定期的に 

受けることが大切です。健診を受診して、体からの“声”に耳を傾けましょう！ 

              

健康保険課 健康長寿班 

連絡先（内線 131～136） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自殺を未然に防ぐ寄り添い方を学ぶ」 傾聴講座のお知らせ 

日頃から人の話を聴く技術を身に付けたいと感じている方、相談活動に従事している方は、この機会に 

ぜひ受講してみませんか。 

○日 時：5 月 25 日(土)～7月 20 日(土) 毎週土曜日 午後 2 時～4時 

○会 場：ヒロロ 3 階 健康ホール 

○受 講 料：1 講座 1,000 円 

○申込期限：5 月 18 日(土)  

※全 8 回の講座です。相談員を希望される方は 8回のうち原則 5 回以上の受講が必要です。 

公開講座形式で、興味のある講座のみ受講することもできます。また当日参加も可能です。 

 

 

 

問い合わせ・申込先：あおもりいのちの電話事務局（月～金 午後 1時～5時） 

TEL：0172（38）4343   FAX：0172（38）5355 

計 25日間 

「傾聴サロン」のお知らせ♪ 

～コーヒーやお茶を飲みながら 

ゆったり一休みしませんか～ 

誰かに話を聴いてもらいたいとき、また誰かと話をして

すっきりしたいときなどありませんか？ 

鶴田町傾聴ボランティア養成講座修了生による「つるり

んの会」が、あなたのお話をじっくりと聴きます。お話し

た内容の秘密は厳守します。安心してお越しください。 

○日 時：5 月２０日(月) 午後１時～３時  

○場 所：鶴遊館 栄養指導室 

からだ すっきり！さっぱり！ 

健康運動教室のお知らせ 

○開催日：5 月 13日(月)、16 日(木) 

20 日(月)、23 日(木) 

        27 日(月)、30 日(木) 

○場 所：鶴遊館 (申し込み不要)     

○時 間：午前 10 時～11 時 

＊お茶、お水、タオルなどをお持ちください。 

＊運動できる服装でおいでください。 

計 7日間 

令和元年 
町の保健だより 

※詳しくは、申込書と同時配布の 

「集団健診のお知らせ」をご覧になり、 

ぜひお申し込みください。 


